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Aグループ 全体受診率 40-64歳受診率 総合点数 総合順位

Bグループ 全体受診率 40-64歳受診率 総合点数 総合順位
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特定健診受診率 　  で報奨
令和元年度の国保加入者の特定健診の受診率実績が高い行政区に対し、報奨を授与する取組がスタート
しています！ 11月中旬時点の中間実績を発表します。

総合点数が同じ場合
は、40-64歳順位の
高い順に総合順位が
決まります。

総合順位は、総合点数
が高い順に決まります。
総合点数は、広報12月
号でお知らせしたとお
り、全体受診率と40-64
歳受診率順位に応じた
配点を合計したもので
す。

全体受診率が1位でも、
配点の高い40-64歳受
診率によっては、他の地
区に逆転されてしまい
ます。

報酬を獲得できるの
は、各グループの総合
順位3位までです！

司法書士による生活保護に
関する電話相談会

日時：令和2年1月26日（日）10時～16時

3つの習慣
・寝たばこは、絶対にやめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

4つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防火品を
使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体
制をつくる。

　沖縄県司法書士青年の会が将来の生活に不安がある
方々の相談に応じるため、下記の日程で無料相談会を開
催します。

　広島への原爆投下で傷つき修復され
た被爆ピアノの音色やそのピアノに触
れることで平和を考えるコンサートを
開催します。

【問合せ】　企画財政課　地域振興係
☎098-945-4533

【問合せ】　総務部　生活環境安全課
　　　　　生活安全係 ☎098-945-5018

【専用電話番号】　☎0120－052－0888
（当日のみの専用・臨時番号です）

日時／令和2年1月15日(水)
18時

場所／西原町さわふじ未来ホール
内容／ピアノ・三線・琉舞セッション・

朗読・合唱・被爆ピアノの
　　　ふれあいタイム

※消防法の改正により、住宅用火災警報器の設置が義務付
けられています。まだ設置していない場合は早めの設置をお
願いします。詳しくは東部消防組合消防本部(☎946-5479)
までお問い合わせください。

「あなたのいのちを守りたい。暮らしを支える
全国一斉生活保護110番」

相談
無料

被爆ピアノコンサート
入場
無料

ファイヤー
フェスティバル開催 冬は乾燥

しているため、

火事に要注意！
　消防・救急・救助を体験し、防災を学ぶことを目
的として、第18回ファイヤーフェスティバルが東部
消防組合消防本部で行われました。参加した親子
は、ポンプ車からの放水や消火器での消火、救急訓
練などを体験し、消防士の仕事をキラキラした瞳
で学んでいました。

　建物火災は12月～3月に多く発生しており、主な
原因は火気の取扱い不注意やたばこの不始末と
なっています。

いのちを守る7つのポイント

特定健診や人間ドックは、令和2
年の3月31日まで受診可能で
す。健診受診がまだの方はお早
目の予約と受診をよろしくお願
いいたします。

6広報にしはら No.575 R2.1.17 広報にしはら No.575 R2.1.1


